
2010 年 4 月 1 日 

公 示 
学生の皆さんへ 

学生部長 

 

「暴風警報発表時の授業（定期試験を含む）措置」の改正について 

 

 これまでは、午前 11 時以降に暴風警報が解除された場合は、全時限休講となっていました

が、2010 年 4 月 1 日より、午前 11 時以降午後 2 時より前に暴風警報が解除された場合は、5

時限目より平常どおり授業を行うよう改正をいたします。 

 

尾張東部に「暴風警報」が発表された場合の授業等（定期試験を含む）の措置については

以下の要領に従います。 

また、瀬戸キャンパスにおいては尾張東部に「大雪警報」が発表された場合も以下の要領

に従うこととします。 

授業開始以後に警報の発表があった場合は、全学放送等で授業措置の情報を提供します。 

なお、警報が発表されていない場合でも、気象状況が時間の経過とともに悪化し、数時間

後には警報の発表が十分予測されるときは、休講の措置を行うことがあります。措置の有無

については、大学 Web ページ等に掲載します。 

尾張東部に警報が発表されていない場合でも、周辺地域に発表されていることがあります

ので、通学および帰宅する際には、安全確保に十分注意して行動するようにしてください。 

なお、学生の居住地域ならびに通学経路上の地域に警報が発表されて帰宅が困難となった

場合には、学生の求めに応じ、大学が待機場所を提供します。 

 

注）「尾張東部に発表」とは、愛知県における警報発表区分の①尾張東部②愛知県西部全域

③愛知県全域、のいずれかに警報が発表された場合が該当します。 

 

 

午前 7 時より前に解除の場合 1 時限目より平常どおり授業 

午前 7 時以降午前 11 時より前に解除の場合 3 時限目より平常どおり授業 

午前 11 時以降午後2 時より前に解除の場合 5 時限目より平常どおり授業 

午後 2 時以降に解除の場合 全時限休講 

授業開始以降に発表された場合 大学の指示による 

 

 

 

 



参考）愛知県内における警報発表区分（出典：気象庁 Web ページ） 

 

 
 

 

 

 

○各ｷｬﾝﾊﾟｽ授業時間帯 

 

 名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ 瀬戸ｷｬﾝﾊﾟｽ 

1 時限  9：20～10：50  9：50～11：20 

2 時限 11：05～12：35 11：35～13：05 

3 時限 13：30～15：00 14：00～15：30 

4 時限 15：15～16：45 15：45～17：15 

5 時限 17：00～18：30 17：30～19：00 

6 時限 18：40～20：10 19：10～20：40 

7 時限 20：20～21：50 20：50～22：20 

＊瀬戸ｷｬﾝﾊﾟｽのｽｸｰﾙﾊﾞｽは、授業再開に合わせて運行します。 

 

 


